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１２ 代官山ステキなまちづくり協議会 

活動 

名称 

代官山地域の街並み景観特性の把握と継承可能なガイドライン（代官山ルールの

運用の補完）の作成 

活動 

地域 
東京都渋谷区代官山 

活動 

分野 
建築・まちなみ 

 

代官山地域の歴史的文脈を背景とした街並み景観の連続性の確保のため、「低層の街並

み」「樹木・植栽」の変容と現況を把握し、また、用途混在市街地特有の課題として、建

物の更新、維持管理や商業施設の営業体制と周辺の住環境との共存をはかるルールにつ

いて、検討を行なうことにより、「代官山ルール」の運用を補完するガイドラインの素材

を得ることができた。 

 

１．活動の背景と目的    

渋谷区代官山地域（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町）は、比較的低層の建物が多く、

商業・業務・住居がバランスを保ちつつ静かで緑豊かな街並みを形成していた。しかし、同

潤会アパートが代官山アドレスに建て替わったことを契機に、大規模開発が進行し、様々な

環境の変化をもたらしている。中でも大規模な社宅・団地・マンション等の更新、開発が急

速に進行している。 

当まちづくり協議会では、まちづくり条例を根拠に、これらの建築計画等を当協議会との

協議により調整するというルール（代官山ルール）を設けた（表１・図１）。 

本活動では、代官山ルールの運用を補完するガイドラインについて、以下の検討を行った。 

昨年度の代官山地域の街並み景観の規範の検討で、「低層の街並み」と「樹木・植栽」等の

バランスが大きな景観要素となっていることが確認された。  

今年度は、これらを踏まえ、低層の街並みを支えてきた建物密度（容積率・建ぺい率）、建

築計画と樹木等の配置による街並みの連続性、について把握した。一方、代官山ルールによ

り計画及び維持管理体制についての協議調整が行われた建築計画が、周辺の住環境に大きな

影響を及ぼしつつある。また、渋谷区に登録している「代官山ルール」は策定後５年（ 2012

年８月）で更新時期を迎えつつあり、ルールの成果や課題を検証する必要が生じている。  

以上から、用途混在市街地という代官山地域特有の課題として、ハード面で街並み景観の

連続性の確保、ソフト面（建物の維持管理や店舗の営業体制）のルール等につき、地域の魅

力を継承するための計画調整のツール、規範づくりを行うことを目的とした。 

２．活動内容 

（1）活動の概要と手順 

  対象地域を、代官山ステキなまちづくり協議会の活動範囲である代官山町、猿楽町、鉢山

町、鴬谷町とし、以下の手順で行った。 

１）2011 年度景観ワークショップによる景観要素の抽出・整理  

 ２）建物密度（容積率・建ぺい率）の変容及び現況調査・分析  

  代官山地域における街並みの景観特性といえる低層の建物や小規模な商業店舗が形成する

建物密度(建蔽率・容積率)を把握することにより、代官山ルールを補完する指針として、代

官山らしい街並み形成を実現する建築密度の提案を行うことを試みる。 

①都市計画図・土地利用現況図により用途地域・建物密度（容積率・建蔽率）の変遷を把 

別紙５－１ 活動報告書（完了報告） 



 2 

表１：代官山ルールの内容 
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活　　　　　動　　　　　フ　　　　　ロ　　　　　ー

１）昨年度の景観ワークショップ等による成果のまとめ

○目的：景観要素の抽出・分析

○実施内容

・低層の街並み景観 →写真・分布図の整理

・樹木による街並み連続性 →写真・分布図の整理

２）建物密度（容積率・建ぺい率）の

変容及び現況調査

○目的：街並み景観の連続性に

関わる要素として、建物密度

（容積率・建ぺい率）の変容

及び現況調査を行い、代官山

ルールのガイドラインに反映す

る。

○実施内容：

過去及び現況の住宅地図・地形

図、現地調査により、街並み

の密度（建物の容積率・建ぺい

率）を計測・把握・分析する

３）樹木・植栽による街並み景観の連続

性の調査

○目的：街並み景観の連続性に

関わる要素として、建築計画

における樹木等の配置と植生

による街並みの連続性の実

態調査を行い、代官山ルール

のガイドラインに反映する。

○実施内容：

実態調査及び建築概要書等

の入手により、街区単位、道

路沿道の路線単位で、街並み

の連続性を形成する樹木等と

建築計画の関係性を把握・分

析する

○成果の取りまとめ

○活動結果の報告（活動実績報告書の提出）

７）代官山ルールのガイドラインの作成

○目的：代官山ルールの計画協議のベースとなるガイドラインの記述・明示

○実施内容

１）から５）の作業から、街並み景観の連続性に関わるルール（建物密度・樹木等による連続性の確保等）、維持管理及び継承に

関わるガイドラインを作成する

４）商業施設等の維持管理体制（改修計

画・テナントの営業体制等）の把握

○目的：商業施設等の維持管理体制
（改修計画・テナントの営業体制等）の把

握を行い、代官山ルールにおける建築

等計画関係者（事業者・オーナー等）と

の協定締結等についてのガイドラインと

して明示する。

○実施内容：商業施設等のオーナーへ

のヒアリング調査、地域住民へのヒアリ

ング調査

６）まちづくり協議会ニュースの発行・ホームページの作成

○目的：地域情報の常時把握と情報交換

○実施内容：まちづくり協議会ニュース発行によるワークショップ等開催の周知・報告、

まちづくり協議会独自のホームページの作成

６）代官山ルールのガイドラインの

検討

○目的：街並み景観の把握・分析

○実施内容：

・建物および街並みの密度

・街並み景観と樹木・植栽の

連続性

・地域環境の維持管理・継承

すべき課題の整理

５）住民主体の街歩きによる住環境調

査と情報交換会の開催

○目的：地域の街並み更新による環境

問題を街歩きや情報交換会で把握・整

理し、ガイドラインづくりに反映する。

○実施内容：２回のワークショップ開催

（①住民を主体とした街歩きによる住環

境調査・情報交換、②街並み景観と創

造的空間の把握・情報交換）
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握、②住宅地図等により、街並みの変遷を追跡、③土地利用現況図や住宅地図により、年代 

別に建物密度（階数・容積率）を数値化する。  

３）樹木・植栽による街並み景観の連続性の調査・分析  

代官山地域の街並み景観の中でも樹木の重要性に着目し、街並みにおける樹木の配置と分

布の現状を把握するとともに、地域のルールとして、既存樹木等を保全する新たな仕組みを

検討する。 

①対象地域における建築敷地単位の樹木･植栽の配置･分布の調査(写真撮影による)、②連

続立面写真による樹木等の実態調査と立面緑化率の算出(旧山手通り･八幡通り) 

４）商業施設等の維持管理体制（改修計画・テナントの営業体制等）の把握  

５）住商共存のための地域ルールの検討 

用途混在市街地という代官山地域特有の問題として、商業施設や店舗の営業と良好な住環

境の確保とのバランスが崩れつつある。代官山ルールで協議調整の行われた建築計画の維持

管理体制の把握も必要とされることから、住商共存のための規範について、検討する。  

①代官山ルール運用会議における意見交換、②地域住民へのヒアリング調査、③地域環境

視察ワークショップ、④渋谷区穏田まちづくりルール運用地域の視察 

 ６）上記のとくに５）の活動について、代スキ会ニュースで周知・報告を行なう。また、代

官山ルールについての認知がされていないことから、ルールの更新を機に、地域の住民、不

動産会社、地主、オーナー、事業者に代官山ルールをわかりやすく紹介した周知のチラシを

作成、配布する。 

 ７）上記２）３）４）５）の活動を通して、代官山ルールを補完するガイドライン（規範と

しての参考資料）を作成する。 

（2）活動内容 

代官山ルールを補完する建築等計画関係者（事業者・オーナー等）との協議調整のガイド

ラインの根拠として、以下の調査活動及び検討を行った。  

１）建物密度（容積率・建ぺい率）の変容及び現況 

表１及び図２は、代官山地域の建物密度について、電子地図帳や土地利用現況図、実態調

査により年度別(`80/`91/`01/`11)に把握し、エリアごとの平均階数や容積率を算出し、建物

用途と関連づけて比較したものである。 

現況のエリア全体の平均階数（地上）3.0F であり、平均容積率（地上部分）は 150％とな

っている。代官山アドレス建設直後(`01)の平均階数が 2.8F、平均容積率 131％という結果か

ら、10 年間で階数は 0.2F、容積率は 20％増加していることがわかる。なお、代官山アドレ

スが建設される前で、ヒルサイドテラスを中心とした街並みが形成されていた‘ 80、‘91 の

平均階数はそれぞれ 2.2F、2.4F で、平均容積率は 91％、100％であった。 

現況の建物密度をエリア別にみてみると、代官山町 A エリアでは、代官山アドレス（表 3

④）などの商業ビルが多く、平均建物階数(3.5F)・容積率(156%)と高くなっている。一方、B

エリアでは、戸建住宅・集合住宅・商業・住商併用が混在しており、全体の容積率(132%)が

低くなっている。猿楽町 C エリアでは、マンションや寮などの大規模な建物が多く立地する

ため、平均建物階数（3.6F）・容積率（188%）ともに高くなっている。D および E エリアでは、

戸建住宅・集合住宅・商業・住商併用がバランスよく混在し、平均建物階数（ D:2.9F、E:2.4F）

も容積率（D:141%、E:118%）も低くなっている。また、F エリアでは、ヒルサイドテラスや

代官山プラザ（表 3⑤）等の商業、住商併用建物が立地し、比較的平均建物階数（ 3.3F）が 

 高く、容積率（215%）が高くなっている。鉢山町 G では、特に事務所・集合住宅が多いため、 
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表２：建物密度及び建物用途の実態 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：代官山地域における建物高さの現況 
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⑤ ⑥ 
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平均階数（3.3F）・容積率（165%）ともに高くなっている。H では、平均建物階数(2.5F)・容

積率(111%)ともに低い。鶯谷町 I エリアでは、大規模マンション(表 3⑥)への建替えの影響

で、容積率(150%)が高くなったものと考えられる。J エリアでは、事務所の割合が多く、平

均建物階数(3.2F)・容積率(185%)ともに高くなっている。 

図３は旧山手通りの連続立面写真により、沿道建物密度を示したものである。  

表３は、1980 年から 2011 年にかけて更新した街区について、小規模更新と大規模更新の

事例を取り上げ、密度を比較したものである。  

小規模更新はいずれも、用途の混在化が進んでおり、①Ｄエリア街区では、容積率 189%か

ら 224%、②のＥエリア街区では、容積率 85％から 83％と大きな変化がない。③は、社宅（42％）

から集合住宅（86％）へと変化したものである。 

大規模更新の事例として、第一種市街地再開発事業による④代官山アドレスでは、容積率

70%から 450%へと約 6 倍、総合設計制度による⑤代官山プラザは、容積率 148%から 618%へと

約 4 倍、⑥ラ・トゥール代官山では、容積率 40%から 299%へと約 7 倍の変化をしている。こ

れらの更新は、代官山地域に大きな影響を与えているものと想定される。 

以上から、代官山地域の景観特性を活かした街並み形成には、地域全体として、平均地上

階数 2.5～3.0F、地上容積率 130％～150％程度までとし、小規模更新では地上容積率 90％、

大規模更新でも 230％程度までが、望ましいと考えられた。 

 

 

 

 

 

表３：建物更新における密度の変化          図３：旧山手通りの街並み景観(１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称

階数

建蔽率

容積率

ヒルサイドテラスＧ棟 ヒルサイドテラスＦ棟

４

６３

２５３

２ ２２

１７

３４ ３２

１６ ２６

６３

５

４８

２４０

３

６４

１９２

５

６１

３０４

５

３４

１７１

７

３４

２３５

モードコスモスネスト代官山ル　コンドンブルヴィアバスストップスピークフォー須田ハイム西島ＡＰＣ空ＵＳＡ

６

６４

３８２

４Ｆ

４８％

１９４％
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２）樹木・植栽による街並み景観の連続性 

図４は、道路側からの視認による樹木･植栽実態調査により、代官山地域に現存する中高  

木 (3ｍ以上の樹木)、低木(1ｍ以上 3ｍ未満の樹木)のある箇所を示したものである。 

また、2001 年の同調査(代官山町・猿楽町)時から消失した樹木を記載した。 

  これによると、旧山手通りや八幡通り沿道に中高木が多くみられ、商店や住宅の混在した  

   小街区内に低木の多いことがわかる。中高木が特に多いのは、代官山町Ａ･猿楽町Ｆ･鉢山町  

    Ｇであることがわかる。低木は中高木の多い代官山町Ａ･猿楽町Ｆ･鉢山町Ｇのほか、代官山  

町Ｂ･猿楽町Ｅで、特に多くみられる。 

代官山町（Ａ･Ｂ）は八幡通りの街路樹、代官山アドレスがあることから中高木が多い (154

本)が、八幡通り側のＢエリアには樹木が尐ない。 

猿楽町(Ｃ･Ｄ･Ｅ･Ｆ)は、旧山手通り、八幡通りに面し、商業施設、業務ビル、住宅等が混

在した地域であるが、中でもＦエリアでは、旧山手通りを挟んで目黒側に中高木が多くみら

れる。 

鉢山町(Ｇ･Ｈ)は、Ｇエリアの都立第一商業高等学校から続く亀山坂に樹木が連なっている

が、Ｈエリアには、樹木が尐ない。 

鴬谷町(Ｉ･Ｊ･Ｋ)はＫエリアの乗泉寺に中高木、低木が密に存在している。Ｊエリアの大

規模なマンションの敷地の一部では、中高木が連なっている。Ｉエリアには、樹木が尐ない。  

 また、樹木分布図に、渋谷区公図台帳の筆割を重ねてみると、大規模な旧屋敷地跡の土地

で、樹木の密度が高くなっていることがわかる。例えば、既往研究の旧土地台帳から、金光･

徳川邸(F エリア)、古河邸(G)、山本邸(K)、藤村邸･旧北白川邸(B)等の屋敷地跡で、樹木が

多く分布していることがわかる。 

2001 年調査時と比較すると、代官山町 B エリア(72 本)、猿楽町 F エリア(84 本)の樹木が、

特に多く消失しており、例えば、旧徳川邸跡の NTT 及びノースウエスト航空の社宅跡地にお

ける大規模開発による樹木の消失も確認される。  

  表４は、建物と樹木の配置に特徴のみられる４エリアをとり上げ、樹木の植生を整理した

ものである。 

a エリアは、旧山手通り沿道のエリアである。旧山手通りには街路樹が連なっているが、

これに繋がるようにヒルサイドテラスや猿楽塚、デンマーク大使館に 3ｍ以上の大木が並ん

でいる。このエリアにおける大木は、全体の樹木、植栽の本数の約 34％を占めている。 

b エリアは、キャッスル通りから八幡通りに続く代官山町の路地の沿道にあたり、大木

(5％)はみられないが、沿道には多くの植え込み(31％)がある。住宅(12)は、前面道路にキャ

ッスル通りから続く階段の小道を持ち、敷地の前面に植え込みが配置されている。美容室 (16)

では、植え込みと植栽が配置されている。 

c エリアは、猿楽町の袋路を囲む住宅郡である。前面道路に面した敷地に、大木 (16％)小

木(16％)が集中し、エリア全体には、植栽(58％)が多く配置されている。住宅(1)は、大木を

道路に面した南側、東側に持ち、角地の樹木として袋地入口の景観をつくり出している。  

d エリアは、猿楽町の保存樹木のある屈曲した路地を挟むエリアである。マンションや戸

建てや商店が混在しているが、植木鉢による植栽 (59％)が大半を占めている。商店(18)は植

木鉢を多く並べており、隣接した戸建住宅との連続性を保っている。  

 表 1 は、旧山手通りの連続立面写真による樹木の分布と立面緑化率を示したものである。  

 これをみると、低層の建物高さを超える 7~16m の高さの中高木が多くみられる。立面緑化

については 60%~70%の樹木密度の高い建物敷地もみられた。  
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図４：代官山地域の樹木の分布 

表４：樹木分布の特徴的な街区 
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表５：建築概要書よりみた敷地内の樹木の配置     図５：旧山手通りの街並み景観(２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表５は、街並み景観に樹木が寄与している建築物を抽出し、建築概要書 (2001 年度以降)に

よりその配置を把握したものである。 

 商業・業務ビルでは、敷地内の大通りに面した場所に高木が配置されており、本数は尐な

いが、大きな樹形が景観を創りだしている。戸建住宅は、道路側からみると小敷地内に樹木

が建物を覆うように配置している。集合住宅は、中庭に中大木を配置し、敷地の周囲を樹木

で覆っている。 

 以上から、今後も大規模敷地の建替え更新に伴い、多くの樹木が伐採される可能性が明ら

かである。代官山地域のルールとして、①幹線道路沿道には 10ｍ以上の既存樹木を必ず確保

すること。②個別の住宅･店舗等の建替え時には、道路側から視認できる位置に既存樹木を

必ず配置すること、というガイドラインを設けるべきである。  

３）住商共存のための地域ルールの検討 

代官山地域の大規模開発―ノースウェスト航空・ＮＴＴ社宅跡地やＮＴＴ鉢山研究所の建

て替え計画等、に関して、日々事業者等との協議を行ってきた。この間、運用会議を開く間

もなく、協議調整に取り組んできたが、これら事業計画の協議が一段落したところで、他の

商業施設の更新や維持管理等で、新たな問題が発生した。  

例えば、大型商業施設におけるテナント契約更新による改修工事の周辺への影響、代官山

ルールに基づき協議を行った商業・業務ビル（無人管理）における騒音問題等である。  

これらの問題解決や地域で起きている諸問題を共有するため、運用会議を再開し、年度内

に、７回開催（6/9、7/17、9/18、11/12、12/3、2012 年 1/10、2/18）した。 

  運用会議では、用途の混在する市街地における商業・業務施設の営業体制やマナー等によ

る住環境問題が示された。現場を体感する意味もあり、運用会議も、会議室ではなく、地域

に入り込んだ移動形式で定例会を開催した。話し合いの結果、以下の点が決まった。  

○今後の活動方針として・・・ 

・地域の声をより多く広く拾える機会と場所を設け、その声を形にしていくこと  
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・街の変化に気づき、再発見をしていくことを心がけること、が確認された。 

○代官山のタウンスタディとして、代官山地域の生活環境マップづくりに取り組む。 

・地域主体による街の定点観測、まちの現場で生活環境談義の実践 

・代官山の様々な生活環境、緑環境、景観資源等のマップの作成、蓄積により、変化の目 

まぐるしい街の将来像を描く素材とする。 

運用会議では、配布した地図に、気になること（困っていること、気づいたこと）を書き

込んで、持ち寄ることにした。 

また、以下のようなワークショップ及び現地視察を行った。  

Ａ：ワークショップ「地域環境見て歩き」：11 月 26 日（土）10 時～ 

○タウンスタディ（街の定点観測）：代官山のさまざまな資源・場面（生活環境、緑環境、

景観資源等）をマップ化（場所の特性・空間軸・時間軸で蓄積）する作業をするため、第

一弾としてワークショップを開催した。 

○「維持したい風景」：建築：高さ・ボリューム／樹木・植栽、・街並み：魅力ある街並み  

／沿道環境、・生活道路・小路、・用途の混在・バランス、や「生活環境問題の発生箇所」

について、見て歩いた。 

その結果、以下の課題や提案がなされた。 

□魅力ある空間／問題のある個所 

 ○私道・路地の景観：風合い、生活感、曲がった道、息をしている感じ、造り込みすぎ

ない場所をどう残すか、住んでいる人の気配、道と住む人が対話している、住宅の 1 階

に駐車場が尐ない、自販機が尐ない、住商併用建物のスケールが歩きながら楽しめる／

管理の異なるさまざまな電柱、自転車・バイクの駐輪、つぎはぎのアスファルト、狭い

道へのタクシーの乗り入れ、ワンルームマンション前のゴミ箱  

 ○樹木：小道の真ん中の保存樹、ライオンズマンション鉢山の塀の緑、残った桜木、愛

キャッチとなる大木、道に潤いを感じさせる、借景がまちの表情になる、歩いていて目

に入る緑／保存樹の枝がばっさり切られて残念、柿木が尐ない 

 ○街並みに対する声をカタチにしよう！！ 

 ・「ありがとうの木」→大きな樹木の所有者に感謝しよう  

 ・「残してくれてありがとう」→たとえば古い建物を活用したハリランに  

 ・「街並みベスト１」運動の展開をしてはどうか。 

 ・「新築・増改築しても樹木は１本残しましょう」のルール化をしよう。  

そして、図６のような、生活環境マップを作成した。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真１：地域環境見て歩きワークショップ 
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                     図６：生活環境マップ（猿楽町の一部エリア） 

Ｂ：区内先進事例「穏田まちづくりルール」運用地区の現場訪問：1 月 10 日（月）13 時 

(渋谷区まちづくり課による現地案内、商店会副会長:田中氏への聞き取り) 

・穏田の地域の変化(ファッション系→美容院→飲食・店舗)の中で、約 5 年間ほど生活 

環境問題が深刻化して、地域ルールの必要性が出てきた。  

・穏田まちづくリルールは、区との調整の中で簡略化した曖味な表現になつた。 

・住民=商店主であることが特徴 

・地域エゴがまちづくりの原動力である。 

・騒音がひどければ、すぐに警察を呼ぶ。落書きはすぐに消し、ごみはすぐに拾う。  

・深夜営業等が増えると、犯罪やドラッグが増えることになる。そのような街にしたくな  

いという気持ちでスタートした。 

・営業時間については、営業が成り立つように緩和せざるを得ない状況もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２：運用会議後に路地裏でバーベキュー  
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商業施設等の維持管理・体制（改修計画・テナントの営業体制等）の把握：運用会議にお

ける意見交換会、ワークショップ、渋谷区穏田まちづくりルール運用地域の視察等により、

住商共存のための地域ルールとして、以下のような内容が必要であることが確認された。  

・商業施設・店舗の開業前の事前協議の内容（建築計画・設備・営業環境・管理体制等）  

・営業体制（店内の騒音・深夜営業時間帯の屋外使用制限・イベント開催時の事前周知等） 

・来客対応（迷惑行為、夜間の店外でのマナーの指導の徹底等）  

・生活道路・交通の対応（狭隘道路における送迎タクシー・搬出入トラックの進入・バイク・

自転車等の駐輪問題・路上看板等） 

・地域との交流・まちづくりへの参加（管理規約の事前周知・町内会や商店会への加入・代

官山運用会議との意見交換等） 

地域ルールについては、地元住民と商業施設のオーナーや商店会等との意見交換会、行 

政との協議を重ねていきながら、内容を固め、渋谷区まちづくり条例に基づく地域ルール  

として策定していくことが、確認された。 

３．事後評価 

（１）事業の効果 

  渋谷区まちづくり条例により区に登録された「代官山ルール」は、地域における建築及び

開発計画について、計画関係者（オーナー・事業者）とまちづくり協議会（運用会議）とで

協議調整を行うという協働型のルールである。その前提としては、計画に係る主体間の地域

における景観価値観の共有が必須であった。 

昨年度の景観ワークショップ等で代官山地域の重要な景観要素として抽出された「低層の

街並み」「樹木・植栽」の実態及び近年の市街地更新による変容を把握することができた。  

また、代官山の地域特性ともいえる用途混在市街地の中で顕在化している生活環境問題に

ついて、代官山ルールの運用会議で取り上げ、地域住民とともに、地域ルール案を作成する

ことができた。 

これらは、更新を迎えた代官山ルールを補完するガイドライン（参考データ）として生か

すことができると考えられる。 

（２）目的の達成状況 

  当初の目的であった低層の街並みを支えてきた建物密度（容積率・建ぺい率）、建築計画

と樹木等の配置による街並みの連続性の把握、ソフト面（建物の維持管理や店舗の営業体制）

のルールの検討について、達成することができた。これらを、地域住民が中心となり、サポ

ーターや派遣専門家も参加した運用会議で確認しながら、提案できたことは有意義であった。 

４．今後の課題 

  代官山ルールが更新時期を迎える中で、地域のマネージメントの原動力としてのる運用を

めざすためには、開発や建築行為に対する計画関係者との協議調整だけでなく、建設後の建

物の維持管理、商業施設等の営業体制と周辺の住環境との関係性が、大きな課題であること

が、明らかとなってきた。 

さらに、そもそも「代官山ステキなまちづくり協議会」及び「代官山ルール」の存在その

ものが地域で認知されていない状況が、問題となっている。とくに、更新を機に「代官山ル

ール」を地域の不動産業、地主やオーナー等に周知をはかることが、必須である。  

５．今後の展開 

「代官山ステキなまちづくり協議会」の活動及び「代官山ルール」を広く地域で認知して

もらうため、ワークショップや地域イベント等を日常的に展開するとともに、ホームページ
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等を早急に立ち上げ、また、「代官山ルール」を周知してもらうためのチラシの作成および配

布、「代官山ルール」の成果と課題を話し合う場を設けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：代スキ会ニュース３５号 
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